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は
じ
め
に

　

明
末
清
初
の
姜
宸
英
は
、
王
莽
が
鮑
宣
を
殺
し
て
西
漢
が
滅
び
、
曹
操
が
孔

融
を
殺
し
て
東
漢
が
滅
び
、
司
馬
昭
が
嵆
康
を
殺
し
て
曹
魏
が
滅
ん
だ
。
い
ず

れ
も
、
忠
正
・
豪
邁
・
瑰
傑
の
士
で
あ
り
、
三
人
が
去
っ
た
の
ち
に
、
天
下
が

こ
れ
に
随
っ
た
、
と
す
る
）
1
（

。
権
力
に
よ
る
言
論
弾
圧
へ
の
批
判
と
考
え
て
よ
い
。

た
だ
し
、
鮑
宣
・
孔
融
は
、
そ
の
著
作
を
理
由
に
殺
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
嵆
康
は
、
革
命
と
そ
れ
を
正
統
化
す
る
儒
教
の
否
定
を
内
容
と

す
る
表
現
の
た
め
に
殺
さ
れ
た
、
と
伝
え
ら
れ
る
。

　

阮
籍
の
「
達
荘
論
」
や
「
大
人
先
生
伝
」
の
よ
う
に
、『
荘
子
』
の
世
界
観

の
中
に
、
現
実
か
ら
の
解
放
や
理
想
郷
を
求
め
、
儒
教
へ
の
批
判
、
あ
る
い
は

儒
教
か
ら
の
自
立
を
求
め
る
表
現
は
）
2
（

、
儒
教
が
正
統
化
し
て
い
る
国
家
権
力
へ

の
批
判
、
お
よ
び
権
力
か
ら
の
表
現
の
自
由
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
。
中
国
古
代

に
お
い
て
、
表
現
に
よ
る
自
立
の
場
は
、
ど
こ
ま
で
許
容
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。

　

本
稿
は
、
曹
魏
の
末
期
、
権
力
者
司
馬
昭
と
表
現
に
よ
り
対
峙
し
、
殺
さ
れ

た
嵆
康
の
「
山
巨
源
に
与
へ
て
交
は
り
を
絶
つ
書
（
与
山
巨
源
絶
交
書
、
以
下

「
絶
交
書
」
と
略
称
）」
を
題
材
に
、
表
現
と
権
力
の
問
題
を
論
ず
る
も
の
で
あ

る
。

一
、
交
友
と
絶
交

　

蜀
漢
の
丞
相
と
な
っ
た
諸
葛
亮
は
、
交
友
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
言
葉
を
残

し
て
い
る
。

勢
利
の
交
は
り
は
、
以
て
遠
き
を
経
難
し
。
士
の
相 

知
る
や
、
温
に
も

華
を
増
さ
ず
、
寒
に
も
葉
を
改
め
ず
。
能
く
四
時
を
貫
き
て
衰
へ
ず
、
夷

険
を
歴
て
益
〻
固
し
）
3
（

。

　

諸
葛
亮
の
交
友
論
は
、「
勢
利
の
交
は
り
は
、
古
人 

之
を
羞
づ
（
勢
利
之
交
、

古
人
之
羞
）」
と
い
う
『
漢
書
』
巻
三
十
二 

張
耳
陳
余
伝
の
賛
を
踏
ま
え
て
展
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開
さ
れ
る
。
士
が
理
解
し
あ
え
ば
、
そ
の
関
係
の
変
わ
ら
ぬ
こ
と
は
、
温
暖
に

な
っ
て
も
華
が
増
え
る
わ
け
で
は
な
く
、
寒
冷
に
な
っ
て
も
葉
が
改
ま
る
わ
け

で
は
な
い
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。
夷
（
順
境
）
だ
け
で
は
な
く
、
險
（
逆
境
）

を
経
て
、
そ
の
交
わ
り
は
ま
す
ま
す
固
く
な
る
。

　

諸
葛
亮
に
三
顧
の
礼
を
尽
く
す
こ
と
を
劉
備
に
勧
め
た
徐
庶
は
、
曹
操
が
南

下
し
た
際
に
、
母
を
捕
ら
え
ら
れ
た
。
忠
と
孝
を
両
立
さ
せ
る
こ
と
は
容
易
で

は
な
い
。「
忠
孝
先
後
論
争
」
に
お
い
て
、
君
主
は
お
お
む
ね
忠
を
優
先
さ
せ
る
。

し
か
し
、
劉
備
は
異
な
る
。
徐
庶
が
母
の
も
と
に
行
く
孝
を
優
先
さ
せ
た
。
こ

の
徳
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
負
け
続
け
る
劉
備
に
人
々
は
付
き
従
っ
た
）
4
（

。

　

曹
操
に
仕
え
た
徐
庶
は
、
や
が
て
曹
魏
で
右
中
郎
将
、
御
史
中
丞
に
至
る
。

諸
葛
亮
は
、
こ
れ
を
聞
く
と
、
徐
庶
が
才
能
に
見
合
っ
た
官
職
に
就
け
て
い
な

い
と
嘆
い
た
。
友
が
母
へ
の
孝
を
尽
く
し
、
志
を
遂
げ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を

気
づ
か
う
諸
葛
亮
。
た
と
え
、
敵
・
味
方
に
別
れ
て
い
て
も
、
友
を
思
う
気
持

ち
が
色
あ
せ
る
こ
と
は
な
い
。
嵆
康
は
、
押
し
つ
け
が
ま
し
く
な
い
厚
い
友
情

の
一
つ
と
し
て
、「
絶
交
書
」
の
中
で
諸
葛
亮
と
徐
庶
の
交
友
を
次
の
よ
う
に

称
え
て
い
る
。

夫
れ
人
の
相 

知
る
は
、
其
の
天
性
を
識
り
、
因
り
て
之
を
済な

す
を
貴
ぶ
。

禹
は
伯
成
子
高
に
偪
ら
ず
、
其
の
節
を
全
く
せ
し
む
る
な
り
。
仲
尼
は
蓋

を
子
夏
に
仮
り
ず
、
其
の
短を
し

む
を
護か
ば

ふ
な
り
。
近
く
は
諸
葛
孔
明 

元
直

に
偪
る
に
入
蜀
を
以
て
せ
ず
、
華
子
魚 

幼
安
に
強
ふ
る
に
卿
相
を
以
て

せ
ず
。
此
れ
能
く
相 

終
始
し
、
真
に
相 

知
れ
る
者
と
謂
ふ
可
き
な
り
）
5
（

。

　

嵆
康
が
山
濤
に
諸
葛
亮
と
徐
庶
の
交
友
を
示
し
た
理
由
は
、
嵆
康
が
諸
葛
亮

に
準
え
て
臥
龍
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
に
加
え
、
母
の
故
に
徐
庶
が
曹
魏
に
仕

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
、
妻
の
故
に
嵆
康
が
曹
室
と
運
命
を
共
に

す
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
曹
室
と
郷
里
を
共
に
す
る
嵆
康
は
、
沛

王
曹
霖
の
娘
を
娶
り
、
中
散
大
夫
に
任
命
さ
れ
て
い
た
）
6
（

。
一
方
、
山
濤
は
司
馬

氏
と
同
じ
河
内
郡
の
出
身
で
、
司
馬
懿
の
妻
の
張
春
華
を
従
祖
姑
と
す
る
親
族

で
あ
っ
た
）
7
（

。「
絶
交
書
」
が
著
さ
れ
た
景
元
二
（
二
六
一
）
年
）
8
（

の
前
年
、
曹
魏

の
皇
帝
曹
髦
は
、
司
馬
昭
を
自
ら
討
伐
し
よ
う
と
し
て
、
弑
殺
さ
れ
て
い
る
）
9
（

。

諸
葛
亮
と
徐
庶
以
上
に
、
嵆
康
と
山
濤
が
同
じ
君
主
に
仕
え
る
こ
と
は
難
し
く

な
っ
て
い
た
。

　

諸
葛
亮
・
徐
庶
の
事
例
と
並
び
、
華
歆
・
管
寧
の
交
友
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る

の
は
、
華
歆
が
自
ら
の
就
い
て
い
た
太
尉
を
管
寧
に
譲
ろ
う
と
し
た
こ
と
が

（『
三
国
志
』
巻
十
一 

管
寧
伝
）、
山
濤
が
自
ら
の
就
い
て
い
た
選
曹
郎
を
嵆
康

に
譲
ろ
う
と
し
た
行
為
に
近
似
す
る
こ
と
に
よ
る
。
興
味
深
い
も
の
は
、
古
典

を
典
拠
と
す
る
他
の
二
例
で
あ
る
。

　

孔
子
が
吝
嗇
な
子
夏
か
ら
傘
を
借
り
な
か
っ
た
こ
と
は
、『
孔
子
家
語
』
致

思
篇
を
典
拠
と
す
る
。
孔
子
が
子
夏
の
欠
点
を
暴
露
せ
ず
に
庇
っ
た
こ
の
話
柄

は
、
仕
官
を
強
要
し
な
い
他
の
三
例
と
は
、
一
見
す
る
と
趣
を
異
に
す
る
。
大

上
正
美
は
）
10
（

、
こ
れ
を
山
濤
の
推
薦
に
よ
っ
て
自
分
の
欠
点
が
公
に
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
、
そ
れ
を
「（
吾
が
）
短を
し

む
を
護か
ば

」
っ
て
く
れ
る
の
が
情
で
は
な
い
か
、

と
い
う
声
が
響
か
さ
れ
て
い
る
、
と
解
釈
す
る
。
首
肯
し
得
る
見
解
で
あ
る
。

欠
点
と
し
て
嵆
康
が
掲
げ
る
「
七
不
堪
と
二
不
可
」
に
つ
い
て
は
二
で
検
討
し

よ
う
。
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嵆
康
が
掲
げ
る
四
つ
の
交
友
事
例
の
中
で
、
最
も
司
馬
氏
に
否
定
的
と
な
る

も
の
は
、
禹
と
伯
成
子
高
の
事
例
で
あ
る
。
こ
の
事
例
は
、『
荘
子
』
天
地
篇 

第

十
二
を
典
拠
と
す
る
。

尭 
天
下
を
治
め
、
伯
成
子
高
、
立
ち
て
諸
侯
と
為
る
。
尭 

舜
に
授
く
。

舜 

禹
に
授
け
、
伯
成
子
高
、
諸
侯
為
る
を
辞
し
て
耕
す
。
禹 

往
き
て
之

を
見
れ
ば
、
則
ち
耕
し
て
野
に
在
り
。
禹 

趨
り
て
下
風
に
就
き
、
立
ち

て
焉
に
問
ひ
て
曰
く
、「
昔 

尭 

天
下
を
治
め
、
吾
子
は
立
ち
て
諸
侯
と

為
る
。
尭 

舜
に
授
く
。
舜 
予
に
授
け
、
而
ら
ば
吾
子
は
諸
侯
為
る
を
辞

し
て
耕
す
。
敢
へ
て
問
ふ
、
其
の
故
は
何
ぞ
や
」
と
。
子
高
曰
く
、

「
昔 

尭 

天
下
を
治
む
る
や
、
賞
せ
ず
し
て
民 

勧
め
、
罰
せ
ず
し
て

民 

畏
る
。
今 

子
は
賞
罰
し
て
民 

且
つ
仁
な
ら
ず
。
徳
は
此
れ
よ
り
衰
へ
、

刑
は
此
れ
よ
り
立
つ
。
後
世
の
乱
、
此
れ
よ
り
始
ま
ら
ん
。
夫
子 

闔
ぞ

行
か
ざ
る
。
吾
が
事
を
落さ
ま
たぐ
る
こ
と
无
か
れ
」
と
。

乎
と
し
て
耕
し

て
顧
み
ず
）
11
（

。

　

伯
成
子
高
が
舜
ま
で
は
出
仕
し
て
、
禹
へ
の
禅
譲
に
よ
り
政
治
に
失
望
し
た

こ
と
は
、
嵆
康
の
立
場
を
的
確
に
表
現
す
る
典
拠
で
あ
る
。
曹
丕
は
、
漢
魏
革

命
を
尭
舜
革
命
に
準
え
て
曹
魏
を
建
国
し
、
明
帝
は
曹
室
が
舜
の
後
裔
で
あ
る

こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
）
12
（

。
そ
し
て
、
司
馬
昭
の
子
司
馬
炎
は
、
魏
晉
革
命
を
舜

禹
革
命
に
準
え
て
正
統
化
し
て
い
く
）
13
（

。
禹
は
、
同
じ
く
金
徳
の
司
馬
氏
を
象
徴

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
曹
魏
に
仕
え
て
中
散
大
夫
に
な
っ
て
い
た
嵆
康
は
、
司
馬
懿
が
曹
爽

を
打
倒
し
て
権
力
を
掌
握
し
た
正
始
十
（
二
四
九
）
年
、
中
散
大
夫
を
辞
し
て

い
る
。
ち
な
み
に
、
同
年
、
阮
籍
は
司
馬
懿
の
従
事
中
郎
と
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ

の
旗
幟
を
鮮
明
に
し
て
い
る
。
景
元
元
（
二
六
〇
）
年
、
司
馬
昭
が
皇
帝
の
曹

髦
（
高
貴
郷
公
）
を
弑
殺
、
魏
晉
革
命
が
目
前
に
迫
る
と
、
山
濤
は
司
馬
氏
と

の
対
立
が
高
ま
っ
て
い
た
嵆
康
に
最
後
の
救
い
の
手
を
差
し
伸
べ
る
。
景
元
二

（
二
六
一
）
年
、
吏
部
郎
に
除
せ
ら
れ
た
山
濤
が
、
選
曹
郎
の
職
を
嵆
康
に
譲

ろ
う
と
し
た
の
は
こ
の
た
め
な
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
嵆
康
は
山
濤
に
「
絶
交
書
」
を
書
き
、
そ
れ
を
拒
絶
し
た
。

舜
に
準
え
得
る
曹
氏
に
は
出
仕
し
、
禹
に
準
え
得
る
司
馬
氏
へ
の
実
質
的
な
出

仕
を
拒
否
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
伯
成
子
高
と
政
治
的
立
場
を
共
に
す
る
。
と

な
れ
ば
、
伯
成
子
高
の
禹
へ
の
批
判
は
、
そ
の
ま
ま
嵆
康
の
司
馬
昭
へ
の
批
判

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
司
馬
昭
は
、
儒
教
を
掲
げ
て
名
士
の
支
持
を
集
め
、

「
儒
教
国
家
」
の
再
編
を
目
指
し
て
い
た
。
嵆
康
は
、
そ
の
欺
瞞
を
見
破
り
、

司
馬
昭
の
政
治
が
賞
罰
に
よ
り
民
を
仁
か
ら
遠
ざ
け
る
支
配
と
し
た
の
で
あ
る
。

事
実
、
司
馬
昭
は
、
阮
籍
の
韜
晦
に
は
、
そ
れ
を
許
容
す
る
寛
容
な
側
面
を
見

せ
た
が
）
14
（

、
曹
魏
を
守
ろ
う
と
す
る
反
司
馬
氏
運
動
は
容
赦
な
く
弾
圧
し
て
い
た
）
15
（

。

そ
し
て
、
嵆
康
自
身
も
「
絶
交
書
」
を
書
き
上
げ
た
翌
年
、
そ
の
刃
に
よ
り
命

を
落
と
す
こ
と
に
な
る
。

　

こ
う
し
た
内
容
を
持
つ
「
絶
交
書
」
を
送
り
つ
け
た
山
濤
と
嵆
康
と
は
、
い

か
な
る
交
友
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
嵆
康
の
山
濤
へ
の
思
い
は
、
そ

の
遺
言
に
表
現
さ
れ
る
。

（
山
濤
）
嵆
康
・
呂
安
と
善
く
、
後
に
阮
籍
に
遇
ひ
、
便
ち
竹
林
の
交
は

り
を
爲
し
、
忘
言
の
契
り
を
著な

す
。
康 

後
に
事
に
坐
し
、
誅
せ
ら
る
る
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に
臨
み
、
子
の
紹
に
謂
ひ
て
曰
く
、「
巨
源 

在
り
、
汝
は
孤
な
ら
ず
」
と
）
16
（

。

　

嵆
康
の
刑
死
か
ら
二
十
年
後
、
山
濤
は
子
の
嵆
紹
を
貴
族
の
起
家
官
と
し
て

最
も
清
貴
と
さ
れ
た
秘
書
郎
に
推
薦
す
る
）
17
（

。
武
帝
司
馬
炎
は
、
さ
ら
に
そ
の
上

位
の
秘
書
丞
で
嵆
紹
を
起
家
さ
せ
た
。
の
ち
、
嵆
紹
は
、
八
王
の
乱
に
際
し
、

武
帝
の
子
恵
帝
司
馬
衷
を
守
っ
て
命
を
落
と
す
。

事 

定
ま
る
に
及
び
、
左
右 

衣
を
浣
は
ん
と
欲
す
。（
恵
）
帝
曰
く
、「
此

れ
嵆
侍
中
の
血
な
り
、
去
る
こ
と
勿
か
れ
」
と
）
18
（

。

　

不
慧
で
知
ら
れ
る
恵
帝
が
、
こ
の
よ
う
に
語
っ
た
と
は
俄
か
に
信
じ
難
い
。

そ
れ
で
も
、
忠
義
伝
に
嵆
紹
を
列
す
る
『
晉
書
』
は
、
恵
帝
の
こ
の
言
葉
を
載

せ
る
こ
と
で
、
嵆
康
か
ら
始
ま
っ
た
司
馬
氏
と
の
因
縁
を
嵆
紹
の
忠
義
に
収
斂

し
た
。

　

と
も
あ
れ
、
こ
う
し
た
信
頼
関
係
を
前
提
に
、
嵆
康
か
ら
山
濤
へ
の
「
絶
交

書
」
は
著
さ
れ
た
。
そ
も
そ
も
、
絶
交
の
論
や
書
の
中
に
は
、
時
弊
を
正
す
た

め
に
書
か
れ
る
先
例
も
あ
っ
た
。

　

後
漢
の
順
帝
期
か
ら
桓
帝
期
に
か
け
て
活
躍
し
た
朱
穆
は
、
絶
交
論
と
絶
交

書
を
残
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
朱
穆
の
絶
交
論
は
、
私
欲
の
た
め
に
君
主
の

権
勢
に
追
従
す
る
時
世
を
批
判
し
な
が
ら
、
公
・
私
の
弁
別
を
主
張
し
、
私
利

益
の
た
め
の
交
わ
り
を
否
定
す
る
内
容
を
持
つ
。
そ
れ
は
、「
穆
は
又
「
絶
交

論
」
を
著
す
。
亦
た
時
を
矯た
だ

す
の
作
な
り
（
穆
又
著
絶
交
論
。
亦
矯
時
之
作
）」

（『
後
漢
書
』
列
伝
三
十
三 

朱
暉
伝
附
朱
穆
伝
）
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

特
定
の
個
人
と
の
交
わ
り
を
拒
絶
す
る
た
め
に
著
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ

れ
に
対
し
て
、「
劉
伯
宗
に
與
へ
交
は
り
を
絶
つ
書
（
与
劉
伯
宗
絶
交
書
）」
は
、

劉
伯
宗
と
い
う
個
人
に
宛
て
て
、
地
位
に
よ
る
対
応
の
変
化
を
批
判
す
る
も
の

で
、
個
人
と
の
交
わ
り
を
絶
つ
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

　

注（
10
）所
掲
大
上
論
文
が
詳
細
に
検
討
す
る
よ
う
に
、
嵆
康
が
残
し
た
二
つ

の
絶
交
書
も
、
朱
穆
を
先
例
と
す
る
絶
交
の
二
つ
の
系
譜
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

「
絶
交
書
」
よ
り
後
に
書
か
れ
た
「
呂
長
悌
に
与
へ
交
は
り
を
絶
つ
書
（
与
呂

長
悌
絶
交
書
）」
は
、
前
者
の
よ
う
な
嵆
康
の
主
張
は
含
ま
れ
ず
、
事
実
の
経

過
の
み
が
淡
々
と
述
べ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
絶
交
書
」
は
、
信
頼
す

る
山
濤
に
向
け
て
の
絶
交
書
と
い
う
形
を
取
り
な
が
ら
、「
時
を
矯
（
た
だ
）

す
」
た
め
の
自
己
表
現
を
行
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
）
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（

。
そ
の
内
容
は
、
魏
晉

革
命
お
よ
び
そ
れ
を
積
極
的
に
正
統
化
す
る
儒
教
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

二
、
革
命
と
儒
教
の
否
定

　

清
の
考
証
学
者
で
あ
る
何

は
、
そ
の
著
『
義
門
読
書
記
』
の
中
で
、
嵆
康

が
「
絶
交
書
」
の
中
で
述
べ
た
こ
と
は
、
す
で
に
『
論
語
』・『
周
礼
』
に
引
用

さ
れ
、
あ
る
い
は
『
荘
子
』
の
旧
説
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
鍾
会
が
殊
更
に
言
い

立
て
て
罪
に
陥
れ
た
、
と
述
べ
て
い
る
。

嵆
叔
夜 

山
巨
源
に
与
へ
交
は
り
を
絶
つ
書
。
又 

仲
尼
は
兼
愛
し
て
、
執

を
羞
ぢ
ず
と
。
鄭
康
成 

論
語
を
解
し
て
云
ふ
、「
執

の
賎
職
と
雖
も
、

吾
も
亦
た
之
を
為
す
」
と
。
邢
叔
明 

周
礼
の
秋
官
を
引
き
、「
条
狼

氏 

執

し
て
以
て
趨
り
辟
す
る
こ
と
を
掌
る
。
条
狼
氏
は
下
士
な
り
、

故
に
賎
職
と
云
ふ
」
と
。
又 

毎
に
湯
・
武
を
非
り
て
周
・
孔
を
薄
ん
ず
と
。



嵆
康
の
革
命
否
定
と
権
力

五
九

湯
・
武
を
非
り
て
周
・
孔
を
薄
ん
ず
る
は
、
荘
氏
の
旧
論
に
過
ぎ
ざ
る
の

み
。
而
る
に
鍾
会
の
輩
、
遂
に
此
を
以
て
当
世
を
指
斥
す
と
為
す
）
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。

　

何

が
論
ず
る
二
箇
所
の
う
ち
、「
仲
尼
は
兼
愛
し
て
、
執

を
羞
ぢ
ず
（
仲

尼
兼
愛
、
不
羞
執

）」
よ
り
検
討
し
て
い
こ
う
。「
絶
交
書
」
は
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

老
子
・
荘
周
は
、
吾
の
師
な
り
。
親
ら
賎
職
に
居
る
。
柳
下
恵
・
東
方
朔

は
達
人
な
り
。
卑
位
に
安
ん
ず
。
吾 

豈
に
敢
て
之
を
短そ
し

ら
ん
や
。
又 

仲

尼
は
兼
愛
し
て
、
執

を
羞
ぢ
ず
。
子
文
は
卿
相
を
欲
す
る
こ
と
無
き
も
、

三
た
び
令
尹
に
登
る
。
是
れ
乃
ち
君
子
の
物
を
済
は
ん
こ
と
を
思
ふ
の
意

な
り
。
所
謂 

達
し
て
は
能
く
善
を
兼
ね
て
渝か
は

ら
ず
、
窮
し
て
は
則
ち
自

得
し
て
悶
無
き
な
り
。
此
を
以
て
之
を
観
る
に
、
故
よ
り
尭
・
舜
の
世
に

君
た
る
、
許
由
の
巖
栖
す
る
、
子
房
の
漢
を
佐
く
る
、
接
輿
の
行
歌
す
る
、

其
の
揆
は
一
な
り
）
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。

　
「
絶
交
書
」
の
こ
の
段
は
、『
荘
子
』
の
万
物
斉
同
の
立
場
か
ら
）
22
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、
尭
・
舜
の

よ
う
に
君
主
と
な
る
こ
と
と
許
由
の
よ
う
に
逸
民
で
あ
り
続
け
る
こ
と
、
張
良

の
よ
う
に
宰
相
と
な
る
こ
と
と
接
輿
の
よ
う
に
佯
狂
し
て
歌
う
こ
と
は
、
揆
を

一
に
す
る
、
と
位
置
づ
け
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
前
者
は
、
儒
教
の
尊
重
す
る
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
老
子
や
荘
子
の
尊
重
す
る
後
者
と
、
価
値
と
し
て
差
異
の
な
い

こ
と
が
説
か
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
嵆
康
が
朝
廷
に
仕
え
る
こ
と
と
山
林
に
隠
れ

る
こ
と
も
、
本
質
的
に
は
差
異
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
仕
え
る

資
質
も
な
く
意
思
も
な
い
嵆
康
を
無
理
や
り
出
仕
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
山
濤

は
、
交
わ
り
を
絶
つ
に
足
る
過
ち
を
犯
し
て
い
る
、
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
文
脈
の
中
で
、「
仲
尼
兼
愛
、
不
羞
執

」
の
果
た
し
た
役
割
を

理
解
す
る
に
は
、
そ
の
典
拠
と
す
る
『
荘
子
』
の
主
張
を
把
握
す
る
必
要
が
あ

る
。「
仲
尼
兼
愛
」
の
語
は
、
孔
子
が
周
室
に
書
籍
を
納
め
よ
う
と
し
て
、
老

子
と
仁
義
を
語
る
中
に
現
れ
る
。

老
耼
曰
く
、「
請
ひ
問
ふ
、
仁
義
は
、
人
の
性
な
る
か
」
と
。
孔
子
曰
く
、

「
然
り
。
君
子
は
仁
な
ら
ざ
れ
ば
則
ち
成
ら
ず
、
義
な
ら
ざ
れ
ば
則
ち
生

き
ず
。
仁
義
は
、
真
に
人
の
性
な
り
。
又 

将
に
奚な
に

を
か
為
さ
ん
や
」
と
。

老
耼
曰
く
、「
請
ひ
問
ふ
、
何
を
か
仁
義
と
謂
ふ
」
と
。
孔
子
曰
く
、「
中

心 

物
を
愷た
の

し
み
、
兼
愛
し
て
私
无
し
、
此
れ
仁
義
の
情
な
り
」
と
。
老

耼
曰
く
、「
意あ
あ

、
幾あ
や

ふ
き
か
な
。
復
た
夫
の
兼
愛
を
言
ふ
は
、
亦
た
迂
な

ら
ず
や
。
私
无
か
ら
ん
と
す
る
は
、
乃
ち
私
な
り
。
…
…
」
と
）
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。

　

孔
子
が
「
兼
愛
」
と
い
う
墨
家
の
概
念
を
援
用
し
て
仁
義
の
教
え
を
説
明
す

る
『
荘
子
』
天
下
篇 

第
十
三
の
七
章
の
眼
目
は
、
老
子
が
孔
子
の
仁
義
の
危

う
さ
を
指
摘
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
人
間
の
本
性
を
乱
す
儒
家
の
仁
義
を
棄
て

て
、
道
家
の
道
徳
に
拠
る
べ
し
と
説
く
こ
の
章
を
踏
ま
え
る
こ
と
で
、
嵆
康
の

「
絶
交
書
」
は
、
儒
教
の
仁
義
を
否
定
す
る
。「
非
湯
・
武
而
薄
周
・
孔
」
の
前

提
と
な
る
儒
教
否
定
で
あ
る
。
本
段
の
論
旨
で
あ
る
万
物
斉
同
論
と
も
相
ま
っ

て
、「
絶
交
書
」
は
、
尭
・
舜
の
よ
う
に
君
主
と
な
る
こ
と
を
仁
義
と
す
る
儒

教
の
価
値
観
を
根
底
か
ら
否
定
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
嵆
康
は
『
荘
子
』
を
踏

ま
え
る
こ
と
で
、
尭
・
舜
の
禅
譲
革
命
と
、
そ
れ
を
正
統
化
す
る
儒
教
を
否
定

し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
を
明
確
に
主
張
す
る
「
非
湯
・
武
而
薄
周
・
孔
」
は
、「
絶
交
書
」
の



六
〇

中
心
と
な
る
、
出
仕
で
き
な
い
嵆
康
の
欠
点
を
列
挙
す
る
「
七
不
堪
と
二
不
可
」

中
の
「
二
不
可
」
に
含
ま
れ
る
字
句
で
あ
る
。

又 
毎
に
湯
・
武
を
非そ

し

り
て
周
・
孔
を
薄う

と
んず

、
人
間
に
在
り
て
止
め
ず
、

此
の
事 
会
〻
顕
ら
か
に
な
れ
ば
、
世
教
の
容
れ
ざ
る
所
と
な
ら
ん
。
此

れ
甚
だ
不
可
な
る
こ
と
の
一
な
り
。
剛
腸
に
し
て
悪
を
疾
み
、
軽
肆
に
し

て
直
言
し
、
事
に
遇
へ
ば
便
ち
発
す
。
此
れ
甚
だ
不
可
な
る
こ
と
の
二
な

り
。
促
中
小
心
の
性
を
以
て
、
此
の
九
患
を
統す

ぶ
。
外
難
有
ら
ず
ん
ば
、

当
に
内
病
有
る
べ
し
。
寧
ぞ
久
し
く
人
間
に
処
る
可
け
ん
や
）
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。

　

注（
6
）所
掲
渡
邉
論
文
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
こ
の
言
葉
の
背
後
に
は
、

「
禹
・
湯
・
文
・
武
・
成
王
・
周
公
」
と
い
う
「
六
君
子
」
に
よ
り
礼
制
が
整

備
さ
れ
た
と
い
う
『
礼
記
』
礼
運
篇
の
理
解
を
批
判
し
、「
天
下
を
家
と
為
」

す
「
私
」
的
国
家
の
創
設
者
と
し
て
、
湯
王
も
武
王
も
「
非そ

し

」
ら
れ
る
べ
き
で

あ
る
、
と
す
る
嵆
康
の
歴
史
認
識
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
武
王
の
革
命
を
助

け
た
周
公
旦
も
、『
礼
記
』
礼
運
の
語
り
手
と
し
て
革
命
を
正
統
化
す
る
孔
子
も
、

「
薄う
と
んず
」
べ
き
存
在
な
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
う
し
た
嵆
康
の
湯
王
・
武
王
の
革
命
に
批
判
的
な
理
解
を
形
成

し
た
も
の
が
、
尭
・
舜
の
禅
譲
革
命
、
湯
・
武
の
放
伐
革
命
を
と
も
に
否
定
す

る
『
荘
子
』
の
思
想
で
あ
っ
た
。

昔
者 

尭
・
舜
は
譲
り
て
帝
た
り
、
之
噲
は
譲
り
て
絶
ゆ
。
湯
・
武
は
争

ひ
て
王
た
り
、
白
公
は
争
ひ
て
滅
ぶ
。
此
に
由
り
て
之
を
観
る
に
、
争
譲

の
礼
、
尭
・
桀
の
行
は
、
貴
賎
に
時
有
り
、
未
だ
以
て
常
と
為
す
可
か
ら

ざ
る
な
り
。
…
…
帝
王
は
禅
を
殊
と
し
、
三
代
は
継
を
殊
に
す
。
其
の
時

に
差た
が

ひ
、
其
の
俗
に
逆
ら
ふ
者
は
、
之
を
簒
夫
と
謂
ひ
、
其
の
時
に
当
た

り
、
其
の
俗
に
順
ふ
者
は
、
之
を
義
の
徒
と
謂
ふ
。
黙
黙
た
ら
ん
か
河
伯

よ
。
女
な
ん
ぢ

悪い
づ
くん
ぞ
貴
賎
の
門
、
小
大
の
家
を
知
ら
ん
）
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。

　
『
荘
子
』
は
、『
礼
記
』
が
「
天
下
を
公
と
為
す
」
と
高
く
評
価
す
る
禅
譲
と

い
う
革
命
形
式
が
正
し
い
の
で
は
な
く
、
尭
・
舜
の
そ
れ
が
た
ま
た
ま
成
功
し

た
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
、
燕
王
の
噲
が
そ
の
相
の
子
之
に
禅
譲
し
て
国
を
滅
ぼ

し
た
事
例
を
挙
げ
て
論
証
す
る
。『
礼
記
』
が
「
天
下
を
私
と
為
す
」
と
し
て

次
善
と
す
る
湯
王
・
武
王
の
放
伐
も
、
楚
の
白
公
の
放
伐
失
敗
を
挙
げ
る
こ
と

で
、
革
命
形
態
と
し
て
正
し
く
な
い
こ
と
を
論
証
す
る
。
貴
賤
の
判
断
は
時
代

に
よ
っ
て
異
な
り
、
そ
こ
に
は
恒
常
的
な
普
遍
性
は
な
い
。
儒
教
が
尭
・
舜
や

三
代
を
賛
美
し
）
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、
そ
れ
以
外
を
簒
奪
と
批
判
す
る
価
値
基
準
は
、
万
物
斉
同
の

立
場
か
ら
は
無
意
味
で
あ
り
、「
簒
夫
」「
義
の
徒
」
と
い
っ
た
価
値
や
反
価
値

も
存
在
し
な
い
、
と
『
荘
子
』
は
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
『
荘
子
』
に
お
け
る
禅
譲
・
放
伐
革
命
の
相
対
化
、
お
よ
び
湯

王
・
武
王
を
「
義
の
徒
」
と
価
値
づ
け
る
無
意
味
さ
を
踏
ま
え
て
、
嵆
康
は

「
湯
・
武
を
非
り
て
周
・
孔
を
薄
ず
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
司
馬
昭
が

舜
禹
革
命
に
準
え
て
目
指
し
た
魏
晉
革
命
の
正
統
性
を
真
正
面
か
ら
否
定
す
る

議
論
と
言
え
よ
う
。

　
『
荘
子
』
を
自
ら
の
思
想
の
中
核
に
置
く
な
か
で
、
阮
籍
は
「
大
人
先
生
伝
」

に
よ
り
理
想
郷
を
構
築
し
、
現
実
を
直
接
的
に
批
判
す
る
こ
と
を
避
け
た
。
司

馬
昭
よ
り
「
天
下
の
至
慎
」（『
世
説
新
語
』
徳
行 

第
一 

注
引
『
魏
書
』）
と

評
さ
れ
る
理
由
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
同
じ
く
『
荘
子
』
を
思
想
の
中
核



嵆
康
の
革
命
否
定
と
権
力

六
一

に
置
く
こ
と
で
、
嵆
康
は
革
命
と
そ
れ
を
正
統
化
す
る
儒
教
を
否
定
し
た
。
司

馬
昭
が
目
指
す
魏
晉
革
命
を
正
面
か
ら
否
定
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
嵆

康
に
は
直
接
的
な
関
わ
り
が
な
い
は
ず
の
呂
安
事
件
）
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に
よ
り
殺
さ
れ
た
。
そ
れ

で
は
、
嵆
康
の
殺
害
は
、「
絶
交
書
」
と
い
う
著
作
と
い
か
な
る
関
わ
り
を
持

つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

三
、
嵆
康
の
死
の
表
現

　

嵆
康
と
交
友
関
係
を
持
ち
、
郭
象
よ
り
も
早
く
『
荘
子
注
』
を
著
し
た
向
秀

は
）
28
（

、
嵆
康
が
殺
さ
れ
た
こ
と
を
機
に
出
仕
し
て
い
る
。
革
命
と
そ
の
正
統
性
を

支
え
る
儒
教
を
否
定
す
る
論
拠
と
な
っ
た
『
荘
子
』
に
注
を
つ
け
る
表
現
行
為

を
権
力
か
ら
弾
圧
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
、
屈
伏
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

向
秀
の
「
思
旧
賦
」
は
、
嵆
康
と
呂
安
の
死
を
悼
ん
だ
賦
で
あ
り
、
そ
の
間

の
事
情
を
考
え
る
糸
口
と
な
ろ
う
。

余 

嵆
康
・
呂
安
と
、
居
止 

接
近
た
り
。
其
の
人 

並
び
に
不
羈
の
才
有
り
。

然
れ
ど
も
嵆
は
志 

遠
く
し
て
疎
、
呂
は
心 

曠
く
し
て
放
な
り
。
其
の

後 

各
〻
事
を
以
て
法し

お
きせ

れ
る
。
嵆
は
博
く
技
芸
を
綜
べ
、
糸
竹
に
於
て

特
に
妙
な
り
。
当
に
命
に
就
く
べ
き
に
臨
み
、
日
影
を
顧
視
し
、
琴
を
索

め
て
之
を
弾
ず
。
余 

逝
き
て
将
に
西
に
邁
か
ん
と
し
、
其
の
旧
廬
を
経

た
り
。
時
に
于
て
日
は
虞
淵
に
薄せ
ま

り
、
寒
氷 

凄
然
た
り
。
隣
人
に
笛
を

吹
く
者
有
り
、
声
を
発
す
る
こ
と
寥
亮
た
り
。
曩
昔
の
遊
宴
の
好
を
追
思

し
、
音
に
感
じ
て
歎
く
。
故
に
賦
を
作
り
て
云
ふ
）
29
（

。

　

こ
の
よ
う
に
向
秀
は
、
嵆
康
の
志
は
高
遠
で
あ
る
が
粗
雑
で
あ
り
、
事
件
に

よ
っ
て
刑
死
し
た
、
と
嵆
康
の
死
を
述
べ
る
だ
け
で
あ
る
。
嵆
康
が
『
荘
子
』

に
基
づ
き
、「
湯
・
武
を
非
り
て
周
・
孔
を
薄
ず
」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
革

命
と
そ
れ
を
正
統
化
す
る
儒
教
を
否
定
し
た
こ
と
は
、
こ
こ
に
掲
げ
た
序
文
だ

け
で
な
く
、
賦
の
内
容
で
触
れ
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
。

　
『
晉
書
』
は
、
向
秀
が
嵆
康
の
死
後
、
急
に
出
仕
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
司

馬
昭
と
次
の
よ
う
な
会
話
が
あ
っ
た
と
伝
え
る
。

文
帝 

問
ひ
て
曰
く
、「
箕
山
の
志
有
り
と
聞
く
に
、
何
を
以
て
か
此
に
在

る
」
と
。
秀
曰
く
、「
以
為
へ
ら
く
、
巣
・
許
は
狷
介
の
士
に
し
て
、
未

だ
尭
の
心
に
達
せ
ず
。
豈
に
多
く
慕
ふ
に
足
ら
ん
や
」
と
。
帝 

甚
だ
悦

ぶ
）
30
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。

　

司
馬
昭
の
問
い
に
あ
る
「
箕
山
」
は
、
尭
の
と
き
許
由
・
巣
父
が
隠
れ
た
土

地
で
あ
る
。
司
馬
昭
が
、
尭
・
舜
の
よ
う
に
君
主
に
な
る
こ
と
と
許
由
の
よ
う

に
逸
民
で
あ
り
続
け
る
こ
と
は
同
一
の
価
値
し
か
な
い
と
す
る
嵆
康
の
「
絶
交

書
」
を
踏
ま
え
、
そ
れ
に
対
す
る
見
解
を
尋
ね
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
向
秀
が
尭
を
賛
美
し
て
許
由
と
巣
父
を
慕
う
に
足
り
な
い
と

答
え
た
こ
と
は
、
尭
│
舜
│
禹
と
続
く
禅
譲
に
準
え
て
行
わ
れ
る
司
馬
氏
の
魏

晉
革
命
を
正
統
化
し
て
い
る
儒
教
を
『
荘
子
』
よ
り
も
優
先
さ
せ
る
こ
と
に
繋

が
る
。
司
馬
昭
が
喜
ん
だ
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。
こ
う
し
て
司
馬
昭
は
、

嵆
康
の
殺
害
に
よ
り
、
嵆
康
を
兄
の
よ
う
に
慕
い
、『
荘
子
注
』
を
著
し
て
い

た
向
秀
を
屈
伏
さ
せ
た
。

　

た
だ
し
、
書
か
な
い
こ
と
は
、
知
ら
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
向
秀
が
「
思
旧
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賦
」
で
嵆
康
の
死
因
を
「
湯
・
武
を
非
り
て
周
・
孔
を
薄
ず
」
に
求
め
な
い
こ

と
は
、
書
く
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
、
思
想
弾
圧
を
恐
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
以
降
、
言
論
に
よ
る
司
馬
氏
へ
の
抵
抗
は
、
終
わ
る
。

　

司
馬
昭
の
子
司
馬
炎
の
も
と
、『
三
国
志
』
を
著
し
た
陳
寿
は
、
そ
も
そ
も

嵆
康
を
立
伝
し
な
い
。

時
に
又 

郡
の
嵆
康
有
り
、
文
辞 

壮
麗
に
し
て
、
好
み
て
老
・
荘
を
言

ひ
、
任
俠
を
尚
奇
す
。
景
元
中
に
至
り
、
事
に
坐
し
て
誅
せ
ら
る
）
31
（

。

　

こ
の
よ
う
に
『
三
国
志
』
は
、
王
粲
伝
の
附
伝
と
し
て
淡
々
と
嵆
康
の
死
を

伝
え
る
だ
け
で
、
刑
死
の
理
由
は
も
ち
ろ
ん
「
事
に
坐
し
て
誅
せ
ら
」
れ
た
こ

と
に
置
か
れ
て
い
る
。
清
の
趙
紹
祖
『
読
書
偶
記
』
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
嵆

康
は
三
国
時
代
の
人
で
あ
り
、『
晉
書
』
に
伝
が
あ
り
、『
三
国
志
』
に
伝
が
立

て
ら
れ
な
い
こ
と
は
不
自
然
で
あ
る
。
陳
寿
は
、
司
馬
昭
の
思
想
へ
の
弾
圧
を

書
か
ざ
る
を
得
な
く
な
る
嵆
康
を
立
伝
し
な
い
こ
と
で
、
司
馬
氏
の
た
め
に
諱

ん
だ
の
で
あ
る
。

　

こ
の
わ
ず
か
な
『
三
国
志
』
の
記
事
に
注
を
つ
け
て
、
裴
松
之
は
多
く
の
史

書
を
引
用
す
る
。
裴
松
之
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
中
に
は
嵆
康
の
死
去
を
正
元

二
（
二
五
五
）
年
と
す
る
も
の
が
複
数
存
在
し
た
、
と
い
う
。
嵆
康
の
死
去
を

め
ぐ
る
、
こ
う
し
た
史
書
の
記
述
に
乱
れ
に
つ
い
て
、
裴
松
之
は
次
の
よ
う
に

論
評
し
て
い
る
。

臣 

松
之 

案
ず
る
に
、
本
伝
に
云
ふ
、「
康 

景
元
中
を
以
て
、
事
に
坐
し

て
誅
せ
ら
る
」
と
。
而
る
に
干
宝
・
孫
盛
・
習
鑿
歯
の
諸
書
は
皆 

云
ふ
、

「
正
元
二
年
、
司
馬
文
王
、
楽
嘉
よ
り
反
り
、
嵆
康
・
呂
安
を
殺
す
」
と
。

蓋
し
世
語
に
、「
康 

兵
を
挙
げ
毌
丘
倹
に
応
ぜ
ん
と
欲
す
」
と
云
ふ
に
縁

り
、
故
に
倹
を
破
り
便
ち
応
じ
て
康
を
殺
す
と
謂
ふ
な
ら
ん
。
其
の

実 

然
ら
ず
。
山
濤 

選
官
と
為
り
、
康
を
自
ら
の
代
は
り
に
挙
げ
ん
と
欲

し
、
康 

書
も
て
絶
を
告
ぐ
る
は
、
事
の
明
審
な
る
者
な
り
。
濤
の
行
状

を
案
ず
る
に
、
濤 

始
め
て
景
元
二
年
を
以
て
、
吏
部
郎
に
除
せ
ら
る
る

の
み
。
景
元
と
正
元
は
相 

較
た
る
こ
と
七
八
年
、
濤
の
行
状
を
以
て
之

を
検
さ
ば
、
本
伝
の
如
き
を
審
と
為
す
。
又 

鍾
会
伝
に
亦
た
云
ふ
、

「
会 

司
隷
校
尉
と
作
り
し
時
に
康
を
誅
す
」
と
。
会 

司
隷
と
作
る
は
、

景
元
中
な
り
。
干
宝
云
ふ
、「
呂
安
の
兄
た
る
巽 

鍾
会
と
善
く
、
巽 

相

国
掾
と
為
り
、
倶
に
司
馬
文
王
に
寵
有
り
、
故
に
遂
に
安
を
罪
に
抵
つ
。

尋
で
文
王
は
景
元
四
年
を
以
て
、
鍾
・
鄧
の
平
蜀
の
後
に
、
始
め
て
相
国

の
位
を
授
く
」
と
。
若
し
巽 

相
国
掾
為
り
し
時
に
安
を
陥
る
れ
ば
、
焉

ん
ぞ
毌
丘
倹
を
破
る
年
を
以
て
嵆
・
呂
を
殺
す
を
得
ん
。
此
れ
又 

干
宝

の
疏
謬
、
自
ら
相 

違
伐
す
る
な
り
）
32
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。

　

裴
松
之
の
い
う
「
干
宝
・
孫
盛
・
習
鑿
歯
の
諸
書
」
と
は
、
干
宝
の
『
晉
紀
』・

孫
盛
の
『
晉
陽
秋
』・
習
鑿
歯
の
『
漢
晉
春
秋
』
と
考
え
て
よ
い
。
い
ず
れ
も
、

晉
の
「
正
史
」
た
ら
ん
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
史
書
で
あ
る
。
孫
盛
の
著
作
に
は

『
魏
氏
春
秋
』
も
あ
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、『
魏
氏
春
秋
』
は
、
嵆
康
の
司

馬
昭
と
の
対
立
の
本
質
が
、「
非
薄
湯
・
武
」
に
あ
っ
た
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。

嵆
康
の
死
を
正
元
二
（
二
五
五
）
年
に
繋
年
す
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
な
お
、

裴
松
之
も
「
干
宝
の
疏
謬
、
自
ら
相 

違
伐
す
る
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
干

宝
も
、
呂
巽
が
相
国
掾
で
あ
っ
た
と
き
に
呂
安
を
殺
し
た
こ
と
を
明
記
し
て
い



嵆
康
の
革
命
否
定
と
権
力

六
三

る
。

　

干
宝
も
孫
盛
も
司
馬
昭
の
嵆
康
殺
害
の
本
質
的
な
原
因
が
、「
絶
交
書
」
に

お
い
て
革
命
と
そ
れ
を
正
統
化
す
る
儒
教
を
否
定
し
た
こ
と
に
あ
る
と
知
っ
て

い
た
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
嵆
康
の
死
去
を
正
元
二
年
に
繋
年
す
る
理
由
は
、

司
馬
昭
の
思
想
へ
の
弾
圧
を
廻
護
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
西
晉
を
建
国
し
た
司

馬
炎
の
父
で
あ
る
司
馬
昭
が
、
革
命
と
そ
れ
を
正
統
化
す
る
儒
教
を
否
定
す
る

嵆
康
を
思
想
的
に
抹
殺
し
た
、
と
直
書
す
る
こ
と
は
、
晉
の
「
正
史
」
を
目
指

す
史
書
に
は
難
し
い
。

　

そ
う
し
た
中
、
孫
盛
の
『
魏
氏
春
秋
』
と
『
嵆
康
別
伝
』
は
、
嵆
康
の
死
の

理
由
が
「
非
薄
湯
・
武
」
に
あ
っ
た
こ
と
を
明
記
す
る
）
33
（

。
こ
れ
ら
の
著
書
は
、

ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

　

別
伝
は
、
魏
晉
期
に
特
有
の
史
書
で
、
著
作
郎
の
習
作
な
ど
が
含
ま
れ
て
お

り
、
そ
の
記
述
内
容
に
は
偏
向
も
多
い
）
34
（

。『
嵆
康
別
伝
』
は
、
兄
嵆
喜
の
作
と

さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
）
35
（

、
兄
の
著
作
は
『
嵆
康
伝
』
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

注（
33
）に
掲
げ
た
『
嵆
康
別
伝
』
の
著
者
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
執

筆
時
期
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、『
魏
氏
春
秋
』
は
、
嵆
康
の
死
去
を
正
元
二
年
と
記
し
た

『
晉
陽
秋
』
と
同
様
、
東
晉
の
史
家
孫
盛
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
史
書
で
あ
る
。

魏
氏
春
秋
に
曰
く
、「（
嵆
）
康 

河
内
の
山
陽
県
に
寓
居
し
、
之
と
与
に

游
ぶ
者
、
未
だ
嘗
て
其
の
喜
愠
の
色
を
見
ず
。
陳
留
の
阮
籍
・
河
内
の
山

濤
・
河
南
の
向
秀
・
籍
の
兄
の
子
た
る
咸
・
琅
邪
の
王
戎
・
沛
人
の
劉
伶

と
、
相 

与
に
友
と
し
て
善
く
、
竹
林
に
遊
び
、
号
し
て
七
賢
と
為
す
。

…
…
山
濤 

選
曹
郎
と
為
る
に
及
び
、
康
を
自
ら
の
代
は
り
に
挙
ぐ
。

康 

答
書
も
て
拒
絶
す
。
因
り
て
自
ら
説
く
に
、
流
俗
に
堪
へ
ず
し
て
、

湯
・
武
を
非
薄
す
と
。
大
将
軍 

聞
き
て
怒
る
。
…
…
鍾
会 

大
将
軍
に
勧

め
、
此
に
因
り
て
之
を
除
く
。
遂
に
（
呂
）
安
及
び
康
を
殺
す
」
と
）
36
（

。

　

孫
盛
の
『
魏
氏
春
秋
』
は
、
嵆
康
た
ち
を
「
竹
林
の
七
賢
」
と
位
置
づ
け
、

か
れ
ら
を
宣
揚
す
る
と
共
に
、
嵆
康
が
「
湯
・
武
を
非
薄
」
し
た
こ
と
に
よ
り
、

「
大
将
軍
」
の
司
馬
昭
に
殺
害
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
る
。

　

福
井
文
雅
に
よ
れ
ば
）
37
（

、「
竹
林
の
七
賢
」
と
は
、
当
代
随
一
の
清
談
）
38
（

家
で
あ
っ

た
孫
盛
が
、
西
晉
が
清
談
の
た
め
に
滅
ん
だ
と
い
う
「
清
談
亡
国
論
」
に
対
抗

し
て
、『
論
語
』
憲
問
篇
の
「
七
人
」
を
論
拠
に
創
造
し
た
概
念
で
あ
る
、
と

い
う
。
孫
盛
は
、『
論
語
』
を
典
拠
と
す
る
「
七
賢
」
に
、
清
談
の
先
駆
者
た

ち
を
括
る
こ
と
に
よ
り
、
清
談
を
儒
教
の
枠
内
に
止
め
る
一
方
で
、「
絶
交
書
」

を
理
由
に
司
馬
昭
が
嵆
康
を
殺
し
た
こ
と
を
併
せ
て
書
く
こ
と
に
よ
り
、
西
晉

は
清
談
に
よ
っ
て
滅
ん
だ
の
で
は
な
く
、
嵆
康
を
死
に
追
い
込
む
よ
う
な
表
現

へ
の
弾
圧
に
よ
っ
て
滅
亡
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

　

蜂
屋
邦
夫
に
よ
れ
ば
）
39
（

、
孫
盛
は
、
神
滅
論
を
展
開
し
て
仏
教
の
神
不
滅
論
に

反
論
す
る
と
共
に
、
老
子
を
批
判
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
史
書
を
著
す
こ
と
を

通
じ
て
、
歴
史
に
場
を
借
り
て
儒
教
世
界
の
秩
序
を
鞏
固
な
ら
し
め
ん
と
し
た
、

と
い
う
。
孫
盛
は
『
魏
氏
春
秋
』
の
記
述
に
よ
り
、
清
談
の
表
現
の
場
を
儒
教

の
枠
内
に
お
い
て
自
律
性
を
持
つ
も
の
と
定
め
る
一
方
で
、
儒
教
の
枠
を
超
え

て
聖
賢
や
権
力
を
否
定
す
る
と
殺
さ
れ
る
こ
と
を
明
記
し
た
の
で
あ
る
。

　

権
力
と
そ
れ
を
正
統
化
す
る
儒
教
を
否
定
す
る
表
現
は
、
こ
こ
に
否
定
さ
れ



六
四

た
。『
荘
子
』
郭
象
注
に
基
づ
き
君
主
の
存
在
を
無
用
と
す
る
鮑
敬
言
の
「
無

君
論
」
を
、
葛
洪
の
『
抱
朴
子
』
は
徹
底
的
に
批
判
し
て
い
る
（
注（
28
）所
掲

渡
邉
論
文
を
参
照
）。
そ
う
し
た
中
で
、
儒
教
だ
け
は
、
権
力
を
否
定
す
る
こ

と
が
で
き
た
。
天
人
相
関
論
に
基
づ
き
、
災
異
に
応
じ
て
権
力
を
批
判
で
き
る

儒
教
は
、
し
ば
し
ば
批
判
を
超
え
て
君
主
権
力
そ
の
も
の
の
否
定
へ
と
進
む
。

唐
代
ま
で
儒
教
に
基
づ
く
禅
譲
に
よ
り
革
命
が
行
わ
れ
た
理
由
で
あ
り
、
天
人

相
関
論
が
信
じ
ら
れ
な
く
な
っ
た
宋
代
以
降
も
、
災
異
に
基
づ
く
諌
言
が
行
わ

れ
続
け
た
理
由
で
あ
る
）
40
（

。

お
わ
り
に

　

表
現
に
よ
る
自
立
の
場
は
、
ど
こ
ま
で
許
容
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
国
家

の
存
立
基
盤
の
正
統
性
を
批
判
す
る
こ
と
は
、
史
書
に
も
諱
ま
れ
る
ほ
ど
、
許

容
さ
れ
な
か
っ
た
。
嵆
康
の
「
絶
交
書
」
は
、
そ
れ
を
雄
弁
に
物
語
る
こ
と
に

な
っ
た
。
こ
の
の
ち
、
中
国
文
学
で
は
権
力
を
愚
弄
・
嘲
笑
す
る
表
現
は
成
立

し
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
儒
教
は
、
権
力
を
批
判
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ

た
。
天
人
相
関
論
が
信
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
も
、
権
力
を
批
判
す
る
術
と
し
て

唐
代
以
降
も
天
人
相
関
論
は
残
り
続
け
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
文
学
は
権
力
批

判
の
武
器
を
嵆
康
の
際
に
折
ら
れ
た
。
そ
の
際
、
権
力
を
支
え
る
儒
教
を
批
判

す
る
表
現
も
併
せ
て
処
刑
の
対
象
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
儒
教
を
愚
弄
・
嘲

笑
す
る
表
現
も
未
発
達
で
あ
っ
た
。
中
国
近
代
文
学
の
祖
魯
迅
が
、
儒
教
批
判

を
展
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
仏
教
は

慧
遠
「
王
者
不
敬
論
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
権
力
者
を
超
え
る
宗
教
者
の

権
威
を
主
張
す
る
。
思
想
と
し
て
権
力
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
保
持
し
て
い

く
の
か
。
六
朝
時
代
に
お
け
る
三
教
融
合
の
風
潮
の
中
で
、
大
き
な
課
題
と
成

り
続
け
て
い
く
。
嵆
康
の
死
は
、
そ
れ
だ
け
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
持
つ
も
の
と
し

て
表
現
者
に
受
け
と
め
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

注

（
1
）　

姜
宸
英
「
書
嵆
叔
夜
伝
後
」（『
湛
園
集
』
巻
七
）。

（
2
）　

渡
邉
義
浩
「
阮
籍
の
『
荘
子
』
理
解
と
表
現
」（『
東
洋
の
思
想
と
宗
教
』
三
二
、
二

〇
一
五
年
）
を
参
照
。

（
3
）　

勢
利
之
交
、
難
以
経
遠
。
士
之
相
知
、
温
不
増
華
、
寒
不
改
葉
。
能
貫
四
時
而
不
衰
、

歴
夷
険
而
益
固
（『
諸
葛
亮
集
』
巻
二 

論
交
）。
な
お
、『
諸
葛
亮
集
』
は
、
張
連
科
・

管
淑
珍
（
校
注
）『
諸
葛
亮
集
校
注
』
天
津
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
）
を
底
本
と

し
た
。

（
4
）　

劉
備
が
徐
庶
の
媒
介
で
三
顧
の
礼
を
尽
く
し
、
自
ら
の
集
団
を
変
容
さ
せ
た
こ
と
は
、

渡
邉
義
浩
「
蜀
漢
政
権
の
成
立
と
荊
州
人
士
」（『
東
洋
史
論
』
六
、
一
九
八
八
年
、『
三

国
政
権
の
構
造
と
「
名
士
」』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
四
年
に
所
収
）
を
、「
忠
孝
先
後
論

争
」
に
つ
い
て
は
、
尾
形
勇
『
中
国
古
代
の
「
家
」
と
国
家
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七

九
年
）
を
参
照
。

（
5
）　

夫
人
之
相
知
、
貴
識
其
天
性
、
因
而
済
之
。
禹
不
偪
伯
成
子
高
、
全
其
節
也
。
仲
尼

不
仮
蓋
於
子
夏
、
護
其
短
也
。
近
諸
葛
孔
明
不
偪
元
直
以
入
蜀
、
華
子
魚
不
強
幼
安
以

卿
相
。
此
可
謂
能
相
終
始
、
真
相
知
者
也
（『
嵆
康
集
』
巻
二 

与
山
巨
源
絶
交
書
一
首
）。

な
お
、『
嵆
康
集
』
は
、
戴
明
揚
（
校
注
）『
嵆
康
集
校
注
』
中
華
書
局
、
二
〇
一
四
年
）

を
底
本
と
し
た
。

（
6
）　

臥
龍
と
呼
ば
れ
た
嵆
康
が
君
主
権
力
に
対
す
る
自
律
性
を
確
保
し
続
け
よ
う
し
て
、

鍾
会
に
告
発
さ
れ
司
馬
昭
に
殺
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
渡
邉
義
浩
「
嵆
康
の
歴
史



嵆
康
の
革
命
否
定
と
権
力

六
五

的
位
置
」（『
六
朝
学
術
学
会
報
』
七
、
二
〇
〇
六
年
）、『
西
晉
「
儒
教
国
家
」
と
貴
族

制
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
〇
年
に
所
収
）
を
参
照
。

（
7
）　

山
濤
の
生
涯
、
な
ら
び
に
山
濤
が
国
家
的
身
分
制
と
し
て
の
貴
族
制
に
対
し
て
、
貴

族
と
し
て
の
自
律
性
を
世
に
示
す
た
め
、『
山
公
啓
事
』
を
公
開
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

渡
邉
義
浩
「『
山
公
啓
事
』
に
み
え
る
貴
族
の
自
律
性
」（『
中
国
文
化
│
研
究
と
教
育
』

六
七
、
二
〇
〇
九
年
）、
司
馬
氏
が
婚
姻
関
係
に
基
づ
き
勢
力
を
拡
大
し
、
五
等
爵
制

に
お
い
て
も
親
族
を
優
遇
し
た
こ
と
は
、
渡
邉
義
浩
「
西
晉
司
馬
氏
婚
姻
考
」（『
東
洋

研
究
』
一
六
一
、
二
〇
〇
六
年
、「
西
晉
に
お
け
る
五
等
爵
制
と
貴
族
制
の
成
立
」（『
史

学
雑
誌
』
一
一
六
│
三
、
二
〇
〇
七
年
）、
す
べ
て
『
西
晉
「
儒
教
国
家
」
と
貴
族
制
』

（
前
掲
）
に
所
収
を
参
照
。

（
8
）　
「
絶
交
書
」
の
執
筆
が
景
元
二
年
一
月
か
ら
九
月
、
嵆
康
の
刑
死
が
景
元
三
年
一
月

か
ら
九
月
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
久
保
卓
哉
「
嵆
康
『
与
山
巨
源
絶
交
書
』

の
作
年
代 

及
び 

嵆
康
刑
死
年
代
の
考
証
」（『
宇
部
工
業
高
等
専
門
学
校
研
究
報
告
』

三
〇
、
一
九
八
四
年
）
を
参
照
。
こ
れ
に
対
し
て
、
張
波
「
嵆
康
写
作
《
与
山
巨
源
絶

交
書
》
時
間
考
」（『
西
安
航
空
技
術
高
等
専
科
学
校
学
報
』
二
〇
〇
五
│
四
、
二
〇
〇

五
年
）
は
景
元
四
年
と
し
て
い
る
が
、
久
保
に
従
っ
た
。

（
9
）　

司
馬
昭
の
曹
髦
弑
殺
の
経
緯
、
な
ら
び
に
弑
殺
を
杜
預
が
正
統
化
し
た
こ
と
に
つ
い

て
は
、
渡
邉
義
浩
「
杜
預
の
左
傳
癖
と
西
晉
の
正
統
性
」（『
六
朝
学
術
学
会
報
』
六
、

二
〇
〇
五
年
、『
西
晉
「
儒
教
国
家
」
と
貴
族
制
』
前
掲
に
所
収
）
を
参
照
。

（
10
）　

大
上
正
美
「
嵆
康
論
（
一
）
│
絶
交
書
二
首
に
見
る
表
現
の
位
相
」（『
中
国
文
化
』

一
九
八
九
、
一
九
八
九
年
、『
阮
籍
・
嵆
康
の
文
学
』
創
文
社
、
二
〇
〇
〇
年
に
改
題

の
う
え
所
収
）
を
参
照
。

（
11
）　

尭
治
天
下
、
伯
成
子
高
、
立
為
諸
侯
。
尭
授
舜
。
舜
授
禹
、
伯
成
子
高
、
辞
為
諸
侯

而
耕
。
禹
往
見
之
、
則
耕
在
野
。
禹
趨
就
下
風
、
立
而
問
焉
曰
、
昔
尭
治
天
下
、
吾
子

立
為
諸
侯
。
尭
授
舜
。
舜
授
予
、
而
吾
子
辞
為
諸
侯
而
耕
。
敢
問
、
其
故
何
也
。
子
高

曰
、
昔
尭
治
天
下
、
不
賞
而
民
勧
、
不
罰
而
民
畏
。
今
子
賞
罰
而
民
且
不
仁
。
徳
自
此

衰
、
刑
自
此
立
。
後
世
之
乱
、
自
此
始
矣
。
夫
子
闔
行
邪
。
无
落
吾
事
。

乎
耕
而

不
顧
（『
荘
子
』
天
地
篇 

第
十
二
）。
な
お
、『
荘
子
』
は
、
郭
慶
藩
（
撰
）、
王
孝
魚
（
点

校
）『
荘
子
集
釈
』（
中
華
書
局
、
一
九
六
一
年
）
を
底
本
と
し
た
。

（
12
）　

曹
丕
が
漢
魏
革
命
を
尭
舜
革
命
に
準
え
た
こ
と
は
、
渡
邉
義
浩
「「
魏
公
卿
上
尊
号

奏
」
に
み
る
漢
魏
革
命
の
正
統
性
」（『
漢
学
会
誌
』
四
三
、
二
〇
〇
四
年
）、「「
受
禅
表
」

に
お
け
る
『
尚
書
』
の
重
視
」（『
三
国
志
研
究
』
三
、
二
〇
〇
八
年
）、
い
ず
れ
も
『
後

漢
に
お
け
る
「
儒
教
国
家
」
の
成
立
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
九
年
）
に
所
収
を
参
照
。

（
13
）　

魏
晉
革
命
の
正
統
性
に
つ
い
て
は
、
渡
邉
義
浩
「
西
晉
に
お
け
る
「
儒
教
国
家
」
の

形
成
」（『
漢
学
会
誌
』
四
七
、
二
〇
〇
八
年
、『
西
晉
「
儒
教
国
家
」
と
貴
族
制
』
前

掲
に
所
収
）
を
参
照
。

（
14
）　

司
馬
昭
が
阮
籍
の
韜
晦
を
許
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
渡
邉
義
浩
「
呻
吟
す
る

魂 

阮
籍
」（『
中
華
世
界
の
歴
史
的
展
開
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
二
年
、『
三
国
政
権
の

構
造
と
「
名
士
」』
前
掲
に
所
収
）
を
参
照
。

（
15
）　

司
馬
昭
の
反
司
馬
勢
力
へ
の
弾
圧
に
つ
い
て
は
、
渡
邉
義
浩
「
司
馬
氏
の
台
頭
と
西

晉
の
建
国
」（『
漢
学
会
誌
』
四
六
、
二
〇
〇
七
年
、『
西
晉
「
儒
教
国
家
」
と
貴
族
制
』

前
掲
に
所
収
）
を
参
照
。

（
16
）　
（
山
濤
）
與
嵆
康
・
呂
安
善
、
後
遇
阮
籍
、
便
爲
竹
林
之
交
、
著
忘
言
之
契
。
康
後

坐
事
、
臨
誅
、
謂
子
紹
曰
、
巨
源
在
、
汝
不
孤
矣
（『
晉
書
』
巻
四
十
三 

山
濤
傳
）。

張
勇
「
借
絶
交
以
明
志
│
嵆
康
《
与
山
巨
源
絶
交
書
》
解
析
」（『
名
作
欣
賞
』
二
〇
一

一
│
五
、
二
〇
一
一
年
）
も
こ
の
遺
言
か
ら
、
絶
交
は
表
面
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し

て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
両
者
の
友
好
関
係
を
主
張
す
る
研
究
は
多
く
、
周
子
平
「《
与

山
巨
源
絶
交
書
》
語
用
策
略
初
探
」（『
時
代
文
学
』
二
〇
一
二
│
六
、
二
〇
一
二
年
）、

胡
勇
・
朱
茹
「
絶
交
書
下
隠
蔵
的
真
実
│
従
《
与
山
巨
源
絶
交
書
》
論
嵆
康
和
山
濤
的

関
係
」（『
重
慶
教
育
学
院
学
報
』
二
〇
│
四
、
二
〇
〇
七
年
）
な
ど
で
あ
る
。
一
方
、

張
波
・
魏
涛
・
繆
宏
「
嵆
康
与
山
濤
〝
絶
交
〞
新
探
」（『
宝
鶏
文
理
学
院
学
報
』
社
会

科
学
版
二
〇
〇
八
│
二
、
二
〇
〇
八
年
）
は
、
二
人
は
本
当
に
絶
交
し
た
と
し
て
い
る
。

（
17
）　

秘
書
郎
が
起
家
官
と
し
て
「
清
貴
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
宮
崎
市
定
『
九
品
官
人
法

の
研
究
│
科
挙
前
史
』（
東
洋
史
研
究
会
、
一
九
五
六
年
）
を
参
照
。

（
18
）　

及
事
定
、
左
右
欲
浣
衣
。（
恵
）
帝
曰
、
此
嵆
侍
中
血
、
勿
去
（『
晉
書
』
巻
八
十

九 

忠
義 

嵆
紹
伝
）。



六
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（
19
）　

徐
公
持
「
嵆
康
《
与
山
巨
源
絶
交
書
》
非
絶
交
之
書
論
」（『
中
華
文
史
論
叢
』
二
〇

〇
八
│
三
、
二
〇
〇
八
年
）
は
、「
絶
交
書
」
は
単
に
出
仕
を
拒
否
し
た
だ
け
で
、
絶

交
書
と
い
う
題
名
も
後
人
の
擬
作
で
あ
る
、
と
す
る
が
、
こ
の
主
張
に
は
与
さ
な
い
。

（
20
）　

嵆
叔
夜
与
山
巨
源
絶
交
書
。
又
仲
尼
兼
愛
、
不
羞
執

。
鄭
康
成
解
論
語
云
、
雖
執

之
賎
職
、
吾
亦
為
之
。
邢
叔
明
引
周
礼
秋
官
、
条
狼
氏
掌
執

以
辟
趨
。
条
狼
氏
下

士
、
故
云
賎
職
。
又
毎
非
湯
・
武
而
薄
周
・
孔
。
非
湯
・
武
薄
周
・
孔
、
不
過
荘
氏
之

旧
論
耳
。
而
鍾
会
輩
、
遂
以
此
為
指
斥
当
世
（『
義
門
読
書
記
』
巻
四
十
九 

文
選 

雑
文
）。

な
お
、『
義
門
読
書
記
』
は
、
何

（
著
）
崔
高
維
（
点
校
）『
義
門
読
書
記
』（
中
華

書
局
、
一
九
八
七
年
）
を
底
本
と
し
た
。

（
21
）　

老
子
・
荘
周
、
吾
之
師
也
。
親
居
賎
職
。
柳
下
恵
・
東
方
朔
。
達
人
也
。
安
乎
卑
位
。

吾
豈
敢
短
之
哉
。
又
仲
尼
兼
愛
、
不
羞
執

。
子
文
無
欲
卿
相
、
而
三
登
令
尹
。
是
乃

君
子
思
済
物
之
意
也
。
所
謂
達
能
兼
善
而
不
渝
、
窮
則
自
得
而
無
悶
。
以
此
観
之
、
故

尭
・
舜
之
君
世
、
許
由
之
巖
栖
、
子
房
之
佐
漢
、
接
輿
之
行
歌
、
其
揆
一
也
（『
嵆
康
集
』

巻
二 

与
山
巨
源
絶
交
書
一
首
）。

（
22
）　
『
荘
子
』
の
万
物
斉
同
に
つ
い
て
は
、
池
田
知
久
「「
万
物
斉
同
」
の
哲
学
」（『
道
家

思
想
の
新
研
究
│
『
荘
子
』
を
中
心
と
し
て
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
九
年
）
を
参
照
。

（
23
）　

老
耼
曰
、
請
問
、
仁
義
、
人
之
性
邪
。
孔
子
曰
、
然
。
君
子
不
仁
則
不
成
、
不
義
則

不
生
。
仁
義
、
真
人
之
性
也
。
又
将
奚
為
矣
。
老
耼
曰
、
請
問
、
何
謂
仁
義
。
孔
子
曰
、

中
心
物
愷
、
兼
愛
无
私
、
此
仁
義
之
情
也
。
老
耼
曰
、
意
、
幾
乎
。（
後
）〔
復
〕
言
夫

兼
愛
、
不
亦
迂
乎
。
无
私
焉
、
乃
私
也
。
…
…
（『
荘
子
』
天
道
篇 

第
十
三
）。
盧
文

弨
に
従
い
、「
後
」
を
「
復
」
に
改
め
た
。

（
24
）　

又
毎
非
湯
・
武
而
薄
周
・
孔
、
在
人
間
不
止
、
此
事
会
顕
、
世
教
所
不
容
。
此
甚
不

可
一
也
。
剛
腸
疾
悪
、
軽
肆
直
言
、
遇
事
便
発
。
此
甚
不
可
二
也
。
以
促
中
小
心
之
性
、

統
此
九
患
。
不
有
外
難
、
当
有
内
病
。
寧
可
久
処
人
間
邪
（『
嵆
康
集
』
巻
二 

与
山
巨

源
絶
交
書
一
首
）。

（
25
）　

昔
者
尭
・
舜
譲
而
帝
、
之
噲
譲
而
絶
。
湯
・
武
争
而
王
、
白
公
争
而
滅
。
由
此
観
之
、

争
譲
之
礼
、
尭
・
桀
之
行
、
貴
賎
有
時
、
未
可
以
為
常
也
。
…
…
帝
王
殊
禅
、
三
代
殊

継
。
差
其
時
、
逆
其
俗
者
、
謂
之
簒
夫
、
当
其
時
、
順
其
俗
者
、
謂
之
義
之
徒
。
黙
黙

乎
河
伯
。
女
悪
知
貴
賎
之
門
、
小
大
之
家
（『
荘
子
』
秋
水
篇 

第
十
七
）。

（
26
）　

た
と
え
ば
、『
春
秋
繁
露
』
尭
舜
不
擅
移
、
湯
武
不
専
殺 

第
二
十
五
は
、
尭
舜
の
禅

譲
と
湯
武
の
放
伐
を
正
統
化
す
る
儒
教
の
論
を
代
表
す
る
。

（
27
）　

呂
安
事
件
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
注（
10
）所
掲
大
上
論
文
を
参
照
。
松
本
幸
男
「
嵆

康
と
呂
安
事
件
」（『
立
命
館
文
学
』
四
三
〇
〜
四
三
二
、
一
九
八
一
年
）
も
あ
る
。

（
28
）　

郭
象
が
向
秀
の
『
荘
子
注
』
を
剽
窃
し
た
と
の
『
世
説
新
語
』
の
記
事
に
つ
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
「
自
然
」
概
念
の
相
違
な
ど
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
剽
窃
説
を
否
定

す
る
も
の
に
、
福
永
光
司
「
郭
象
の
『
荘
子
注
』
と
向
秀
の
『
荘
子
注
』
│
郭
象
盗
剽

説
に
つ
い
て
の
疑
問
」（『
東
方
学
報
』（
京
都
）
三
六
、
一
九
六
四
年
、『
魏
晋
思
想
史

研
究
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
に
所
収
）
が
あ
る
。
ま
た
、
郭
象
の
『
荘
子
注
』
に

つ
い
て
は
、
渡
邉
義
浩
「
郭
象
の
『
荘
子
注
』
と
貴
族
制
│
魏
晉
期
に
お
け
る
玄
学
の

展
開
と
君
主
権
力
」（『
六
朝
学
術
学
会
報
』
一
三
、
二
〇
一
二
年
）
を
参
照
。

（
29
）　

余
与
嵆
康
・
呂
安
、
居
止
接
近
。
其
人
並
有
不
羈
之
才
。
然
嵆
志
遠
而
疎
、
呂
心
曠

而
放
。
其
後
各
以
事
見
法
。
嵆
博
綜
技
芸
、
於
糸
竹
特
妙
。
臨
当
就
命
、
顧
視
日
影
、

索
琴
而
弾
之
。
余
逝
将
西
邁
、
経
其
旧
廬
。
于
時
日
薄
虞
淵
、
寒
氷
凄
然
。
隣
人
有
吹

笛
者
、
発
声
寥
亮
。
追
思
曩
昔
遊
宴
之
好
、
感
音
而
歎
。
故
作
賦
云
（『
文
選
』
巻
十

六 

賦 

哀
傷 

思
旧
賦 

向
子
期
）。

（
30
）　

文
帝
問
曰
、
聞
有
箕
山
之
志
、
何
以
在
此
。
秀
曰
、
以
為
、
巣
・
許
狷
介
之
士
、
未

達
尭
心
。
豈
足
多
慕
。
帝
甚
悦
（『
晉
書
』
巻
四
十
九 

向
秀
伝
）。

（
31
）　

時
又
有

郡
嵆
康
、
文
辞
壮
麗
、
好
言
老
・
荘
、
而
尚
奇
任
俠
。
至
景
元
中
、
坐
事

誅
（『
三
国
志
』
巻
二
十
一 

王
粲
伝
附
嵆
康
伝
）。

（
32
）　

臣
松
之
案
、
本
伝
云
、
康
以
景
元
中
坐
事
誅
。
而
干
宝
・
孫
盛
・
習
鑿
歯
諸
書
皆
云
、

正
元
二
年
、
司
馬
文
王
、
反
自
楽
嘉
、
殺
嵆
康
・
呂
安
。
蓋
縁
世
語
云
、
康
欲
挙
兵
応

毌
丘
倹
、
故
謂
破
倹
便
応
殺
康
也
。
其
実
不
然
。
山
濤
為
選
官
、
欲
挙
康
自
代
、
康
書

告
絶
、
事
之
明
審
者
也
。
案
濤
行
状
、
濤
始
以
景
元
二
年
、
除
吏
部
郎
耳
。
景
元
与
正

元
相
較
七
八
年
、
以
濤
行
状
検
之
、
如
本
伝
為
審
。
又
鍾
会
伝
亦
云
、
会
作
司
隷
校
尉

時
誅
康
。
会
作
司
隷
、
景
元
中
也
。
干
宝
云
、
呂
安
兄
巽
善
於
鍾
会
、
巽
為
相
国
掾
、

倶
有
寵
於
司
馬
文
王
、
故
遂
抵
安
罪
。
尋
文
王
以
景
元
四
年
、
鍾
・
鄧
平
蜀
後
、
始
授



嵆
康
の
革
命
否
定
と
権
力

六
七

相
国
位
。
若
巽
為
相
国
掾
時
陥
安
、
焉
得
以
破
毌
丘
倹
年
殺
嵆
・
呂
。
此
又
干
宝
之
疏

謬
、
自
相
違
伐
也
（『
三
国
志
』
巻
二
十
一 

王
粲
伝
附
嵆
康
伝
）。

（
33
）　
『
世
説
新
語
』
棲
逸 

第
十
八
注
引
『
嵆
康
別
傳
』
に
、「
康
別
伝
に
曰
く
、「
山
巨
源

は
吏
部
郎
為
り
。
散
騎
常
侍
に
遷
る
に
、
康
を
挙
ぐ
。
康 

之
を
辞
し
、
並
び
に
山
と

絶
す
。
豈
に
山
の
一
官
を
以
て
己
の
情
に
遇む
か

へ
ざ
る
を
識
ら
ざ
る
や
。
亦
た
不
屈
の
節

を
標し

め

し
て
、
以
て
挙
者
の
口
を
杜ふ

さ

が
ん
と
欲
せ
し
の
み
。
乃
ち
濤
に
答
ふ
る
の
書
に
、

自
ら
説
く
、「
流
俗
に
堪
へ
ず
し
て
、
湯
・
武
を
非
薄
す
」
と
。
大
将
軍 

聞
き
て
之
を

悪
む
（
康
別
伝
曰
、
山
巨
源
為
吏
部
郎
。
遷
散
騎
常
侍
、
挙
康
。
康
辞
之
、
並
与
山
絶
。

豈
不
識
山
之
不
以
一
官
遇
己
情
邪
。
亦
欲
標
不
屈
之
節
、
以
杜
挙
者
之
口
耳
。
乃
答
濤

書
、
自
説
、
不
堪
流
俗
、
而
非
薄
湯
・
武
。
大
将
軍
聞
而
悪
之
」
と
あ
る
。

（
34
）　

渡
邉
義
浩
「「
史
」
の
自
立
│
魏
晋
期
に
お
け
る
別
伝
の
盛
行
を
中
心
と
し
て
」（『
史

学
雑
誌
』
一
一
二
│
四
、
二
〇
〇
三
年
、『
三
国
政
権
の
構
造
と
「
名
士
」』
前
掲
に
所

収
）
を
参
照
。

（
35
）　

耀
東
『
魏
晋
史
学
的
思
想
与
社
会
基
礎
』（
東
大
図
書
公
司
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（
36
）　

魏
氏
春
秋
曰
、（
嵆
）
康
寓
居
河
内
之
山
陽
県
、
与
之
游
者
、
未
嘗
見
其
喜
愠
之
色
。

与
陳
留
阮
籍
・
河
内
山
濤
・
河
南
向
秀
・
籍
兄
子
咸
・
琅
邪
王
戎
・
沛
人
劉
伶
、
相
与

友
善
、
遊
於
竹
林
、
号
為
七
賢
。
…
…
及
山
濤
為
選
曹
郎
、
挙
康
自
代
。
康
答
書
拒
絶
。

因
自
説
、
不
堪
流
俗
、
而
非
薄
湯
・
武
。
大
将
軍
聞
而
怒
焉
。
…
…
鍾
会
勧
大
将
軍
、

因
此
除
之
。
遂
殺
（
呂
）
安
及
康
（『
三
国
志
』
巻
二
十
一 

王
粲
伝
附
嵆
康
伝
注
引
『
魏

氏
春
秋
』）。

（
37
）　

福
井
文
雅
「
竹
林
七
賢
に
つ
い
て
の
一
試
論
」（『
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
』
三
七
、
一
九

五
九
年
、『
漢
字
文
化
圏
の
座
標
』
五
曜
書
房
、
二
〇
〇
二
年
に
所
収
）。

（
38
）　

清
談
に
つ
い
て
は
、
福
井
文
雅
「
清
談
の
概
念
と
そ
の
解
釈
と
に
つ
い
て
」（『
日
本

中
国
学
会
報
』
二
〇
、
一
九
六
八
年
、『
漢
字
文
化
圏
の
座
標
』
前
掲
に
所
収
）
を
参
照
。

（
39
）　

蜂
屋
邦
夫
「
孫
盛
の
歴
史
評
と
老
子
批
判
」（『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
八
一
、
一

九
八
〇
年
）。

（
40
）　

唐
宋
変
革
期
に
お
け
る
天
観
念
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
溝
口
雄
三
「
中
国
の
天
」

（『
文
学
』
一
九
八
七
│
一
二
、
一
九
八
八
│
二
、
一
九
七
八
、
八
八
年
、『
中
国
思
想

の
エ
ッ
セ
ン
ス
Ⅰ
異
と
同
の
あ
い
だ
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
年
に
所
収
）
を
参
照
。

宋
代
以
降
に
も
、
災
異
に
基
づ
く
諫
言
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
小
島
毅
「
宋

代
天
譴
論
の
政
治
理
念
」（『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
一
〇
七
、
一
九
八
八
年
）
を
参

照
。


